
 参考資料２  

○ 旅費支給に必要な提出書類について 

 

１ 来庁時（研修会・連絡協議会等参加時）又は 帰任後 にご提出ください。 

※ 提出に必要な返信用封筒については、お手数をおかけしますが、幼児教育班までお電話又は 

メールにてご請求ください。 

 

（１）航空便利用した場合 

《 提出書類 》 

□ 航空券等の領収書または請求書（原本）  

 ※ 旅行代理店等で購入した場合･･･ 

購入金額の内訳（航空券代金、旅行代理店の発行手数料）がわかる領収書又は請求書 

の提出をお願いします。 

□ 搭乗券の原本  

･･･搭乗口（飛行機に乗る直前）で発券されるもの（保安検査場で発券されるものとは 

異なります。） 

 

（２）船便利用した場合 

 ● 船便の領収書（原本） 

  ※ ｢離島割り一覧表｣（ネットからのダウンロード）の添付についても、ご協力をお願い 

します。 

 

資料１・２に記載されていない内容での移動が生じる場合等は、 

事前（旅券の予約・購入前）に義務教育課（幼児教育班）へ必ずご相談ください。 

※ 事後の報告となった場合、支給ができない場合もありますことを、ご承知おき

ください。 
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